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火山活動の状況 過去の事例 住民の行動 登山・入山者

５
（避難）

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火
が発生、あるいは切迫している状態に

ある

1686年東岩手山山頂の
噴火

危険な居住地域からの避難

警戒が必要な居住地域での避難準備
　災害時要援護者、特異地域**及び

特別に被害が予想される区域***の避難

火口から居
住地域近く
まで

３
（入山規制）

火口付近から居住地域の近くまで重

大な影響*を及ぼす噴火の発生、ある
いは発生が予想される

1919年西岩手山（大地獄
谷）の水蒸気爆発
1998年4月29日短時間に
多数の地震と規模の大き
い地震が発生

通常の生活
状況に応じて災害時要援護者、特異地域**及び

特別に被害が予想される区域***の避難準備

火口周辺
２

（火口周辺規
制）

火口周辺に影響を及ぼす噴火の発
生、あるいは発生が予想される

1998年3月17日火山性地
震が増加し地殻変動開
始

岩手山西側（大地獄谷）の入山
規制

火口内等
１

（平常）
火山活動は静穏 自由に登山・入山可能

居住地域
及びそれよ
り火口側

登山口から登山・入山規制

*  「重大な影響」とは、この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶことを意味する．

通常の生活

レベル

４
(避難準備）

説　　　　　　明
対象範囲

** 「特異地域」とは、居住地域より火口に近い地域を指す．

1732年東岩手山山腹の
噴火（焼走り溶岩噴出）

***　「特別に被害が予想される区域」とは、冬季の噴火において融雪型火山泥流が流下する危険のある滝沢村一本木地区砂込川沿いを指す．

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火
が発生すると予想される

（可能性が高まってきている）


